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今月号の内容  
 

 公的年金の運用損失が過去最悪に 

 待機児童の解消に向け、｢認定こども園｣増加の方針  

 労災（脳・心疾患および精神障害等）の請求・支給決定状況  

 自転車による違反の検挙・送検数が急増 

 8 月 1 日から基本手当日額等が変更  

 派遣労働者の雇用と労災をめぐる問題  

 適年廃止まであと数年…各企業の動きは？ 

 夏本番を前にした熱中症対策  

 不景気下における企業の人事面での対応策  

 8 月の税務と労務の手続［提出先・納付先］ 
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公的年金の運用損失が過去最悪

に 

 
◆年金積立金の運用主体 

公的年金を運用している年金積立金管

理運用独立行政法人(ＧＰＩＦ)の 2008

年 度 の 市 場 運 用 利 回 り が マ イ ナ ス

10.03％だったことがわかりました。 

ＧＰＩＦは、厚生労働大臣から委託さ

れ、国民年金と厚生年金の年金積立金の

管理および運用を行っています。積立金

は平成 12 年度までは全額を旧資金運用

部に預託することが義務付けられていま

したが、平成 13 年 4 月に財政投融資制度

改革が行われ、厚生労働大臣による自主

運用が実施されています。この改革によ

り、積立金は一部を除いて厚生労働大臣

からＧＰＩＦへ寄託されることとなりま

した。 

そして、今年 3 月末の運用資産総額は

約 117 兆円で、このうち市場運用分が約

92 兆円を占めており、資産構成割合は国

内債権が 67％、国内株式が 12％、外国債

券が 11％、外国株式が 10％となっていま

す。 

 

◆さらなる積立金不足の可能性も 

今回の運用損失は過去最悪の 9 兆

6,670 億円で、特に第 2 および第 3 四半

期の落ち込みが大きく響いています。 

これは、リーマンショック等により拡

大した金融危機とその実体経済への波及

による急激な景気減速から内外の株式市

場が大幅に下落したことに加え、対ユー

ロを中心に為替市場で急速に円高が進ん

だことが影響しています。 

中でも、運用分の利回りの成績が最も

悪かったのが、外国株式の－42.21％、次

いで国内株式の－35.55％です。その結果、

平成 19 年度末に 7兆 4,180 億円あった累

積黒字は、平成 20 年度末に 1 兆 9,908

億円の累積損失に転落し、5 年ぶりに累

損を抱えることになりました。 

 日本の場合は、債権での運用が主体な

ため、海外に比べると今回の金融・経済

危機の影響は比較的小さかった面もあり

ますが、運用利回りが好転しないとさら

なる積立金不足の問題を引き起こす可能

性が潜んでおり、企業・労働者の将来へ

様々な影響を与えることにもなります。 

 

待機児童の解消に向け、｢認定こ

ども園｣増加の方針  

 
◆「2012 年度までに 2,000 カ所以上」が

目標 

保育園に入れない待機児童は約 4 万人

もいると言われています。これは、働き

ながら子育てをする人が増えているため

で、都市部を中心に問題は深刻化してい

ます。一方で、幼稚園に入る子供は減る

傾向にあります。 

そこで政府は、｢認定こども園｣を待機

児童の受け皿にすべく、2008 年 4 月時点

で約 230 カ所のこども園を、2012 年度ま

でのできるだけ早い時期に 2,000 カ所以

上に増やす方針を固めました。 

 

◆「認定こども園」とは 

 ｢認定こども園｣とは、文部科学省が所

管する幼稚園と厚生労働省が所管する保

育園を通じて、教育・保育内容の充実、

施設共用化のための環境整備、幼稚園教

諭と保育士の資格併用の促進など、幼保

の連携を図るため幼稚園と保育園の良い

ところを活かしながら、制度の枠組みを

超えた新しい仕組みとして、平成 18 年

10 月にスタートしているものです。 

現状では、幼稚園と保育園には次のよ

うな違いがあります。 

●対象年齢：幼稚園が 3 歳～就学前、

保育園が 0 歳～就学前。 

●施  設：幼稚園が教育施設、保
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育園は福祉施設。 

●児 童 数：幼稚園は約 167 万人、

保育園は約 202 万人。 

●職員の資格：幼稚園は幼稚園教諭、

保育園は保育士。 

●利用申込：幼稚園は直接申込み、

保育園は市長村に申し込む。 

 

◆「認定こども園」の認定 

｢認定こども園｣は、就学前のこどもに

幼児教育・保育を提供する機能と地域に

おける子育て支援を行う機能を備え、認

定基準を満たす施設が都道府県知事から

｢認定こども園｣の認定を受けることがで

きます。 

 そして、認定を受けるには４つのタイ

プがあります。 

●幼保連携型：認可幼稚園と認可保

育園とが連携して

一体的な運営を行

うことにより、認定

こども園として機

能を果たす。 

●幼稚園型 or 保育園型：認可幼稚

園もしくは認可保

育園がそれぞれ保

育園的 or 幼稚園的

な機能を備えて認

定こども園として

機能を果たす。 

●地方裁量型：幼稚園・保育所いず

れの認可もない地

域の教育・保育施設

が認定こども園と

して機能を果たす。 

 女性が安心して働ける環境整備のため

にも、両省がお互いの立場に固執するよ

うなことなく、さらなる拡充につながる

ことが望まれます。 

 
 
 
 

依然として高水準  

…労災（脳・心疾患および精神障

害等）の請求・支給決定状況  

 
◆高い水準が続く脳・心疾患および精神

障害等に係る労災の補償状況 

 平成 20 年度における脳・心疾患および

精神障害等に係る労災の補償状況が発表

され、労災の請求件数および支給決定件

数とも高い水準で推移していることが明

らかになりました。 

 

◆過労死等の事案について 

請求件数は 889 件で、前年に比べ 42

件（4.5％）減少しています。支給決定件

数は 377 件で、前年に比べ 15 件（3.8％）

減少しています。 

業種別では、請求件数、支給決定件数

とも運輸業がトップ、ついで卸売・小売

業となっています。職種別では、請求件

数、支給決定件数とも運輸・通信従事者

が最も多くなっています。年齢別では、

請求件数は 50 歳～59 歳がトップ、つい

で 60 歳以上、その次が 40 歳～49 歳とな

っていますが、支給決定件数では、60 歳

以上と 40 歳～49 歳とでは逆になってい

ます。 

｢長時間の過重業務｣により支給決定さ

れた事案として、1 カ月平均の時間外労

働時間数で見た場合、80 時間以上～100

時間未満が最も多くなっています。 

 

◆精神障害の事案について 

請求件数は 927 件で、前年に比べ 25

件（2.6％）減少しています。決定件数は

269 件で、前年に比べ 1 件（0.4％）増加

しています。 

業種別では、請求件数、支給決定件数

とも製造業がトップ、ついで卸売・小売

業となっています。職種別では、請求件

数は事務従事者が最も多いのですが、支
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給決定件数は専門的・技術的職業従事者

が最も多くなっています。年齢別では、

請求件数、支給決定件数とも 30 歳～39

歳がトップ、ついで 40 歳～49 歳となっ

ています。 

｢長時間の過重業務｣により支給決定さ

れた事案として、1 カ月平均の時間外労

働時間数で見た場合 20 時間未満が最も

多く、次に 100 時間以上～120 時間未満

となっています。 

 

自転車による違反の検挙・送検

数が急増  

 
◆増える危険自転車 

自転車の運転者が信号無視などの交通

違反で検挙される事例が急増しているこ

とが、警察庁のまとめでわかりました。 

2008 年に都道府県警が自転車の運転

者を道路交通法違反容疑で検挙・送検し

たのは 1,211 件で、前年比で 49％も増え

ました。このうち罰金など刑事処分の対

象となる交通切符（赤切符）を適用した

のが 903 件、残りは事故を起こすなどし

て送検した事例です。検挙・送検の内訳

では、信号無視が 262 件（対前年比 27％

増）、遮断機が鳴る踏切への立入りは 246

件（同 420％増）となっています。 

違反者には、注意を喚起する｢指導警告

票｣を渡すのが基本ですが、危険・悪質な

ケースは赤切符を含めた送検の対象とし

ています。 

 

◆自転車にも道交法が適用される 

 こうした背景には、自転車が道路交通

法上の「車両」の一種（軽車両）である

という認識が不足していることが考えら

れます。 

 自転車も自動車と同様に、｢飲酒運転の

禁止｣｢二人乗りの禁止｣｢並進の禁止｣｢夜

間のライト点灯｣｢信号を守る｣などの安

全ルールが法律で定められており、違反

をすれば懲役や罰金等の罰則の適用も、

もちろんあります。また、今年 7 月 1 日

からは、傘を差しながら、携帯電話を使

用しながらの運転も禁止されています。 

 「自転車なので大きな事故にはならな

い」と考えている人も多いようですが、

仮に相手を死傷させた場合には、刑事上

の責任以外にも被害者に対する損害賠償

という民事上の責任も負わなければなり

ません。現に数千万円という賠償金を支

払った例も見受けられます。 

 手軽な乗り物として、通勤などに自転

車を利用されている方は、正しいルール

を知ったうえで安全に運転をしてもらい

たいものです。 

 

8 月 1 日から基本手当日額等が

変更  

 
◆平均給与額の低下により、日額等も低

下 

雇用保険の給付額を算定するための基

礎となる賃金日額の範囲等が、8 月 1 日

から変更されます。この賃金日額の範囲

等については、毎月勤労統計の平均定期

給与額の上昇または低下した比率に応じ、

毎年自動的に変更されています。平成 20

年度の平均給与額が平成 19 年度と比べ

て約 0.6％低下したために、以下の 3 点

が変更されます。 

 

１． 基本手当日額の最高額および最

低額 

（最高額） 

   60歳以上 65歳未満 6,741円 → 

6,700 円 

   45歳以上 60歳未満 7,730円 → 

7,685 円 

   30歳以上 45歳未満 7,030円 → 

6,990 円 
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   30 歳未満       6,330 円 

→ 6,290 円 

（最低額） 

1,648 円 → 1,640 円 

 

２． 失業期間中に自己の労働による収入

がある場合に、基本手当の減額の算定に

係る控除額 

 1,334 円 → 1,326 円 

 

３． 高年齢雇用継続給付の算定に係

る支給限度額 

337,343 円 → 335,316 円 

 

派遣労働者の雇用と労災をめぐ

る問題  

 
◆相次ぐ労働局による是正指導 

ここのところ、派遣労働者の雇用に関

して、労働局による是正指導が相次いで

行われています。 

東京労働局は、今年５月に日産自動車

（東京都）に対し、派遣社員の雇用の安

定を図るように是正指導を行いました。

これは、同社に勤務している派遣社員２

人（いずれも 20 代女性）が、直接雇用を

申し立てていたことを受けたものです。 

また、広島労働局は、マツダ（広島県）

に対して是正指導を行っていましたが、

同様に、同社の自動車の委託生産を行っ

ている取引先のプレス工業（川崎市）に

対しても是正指導を行いました。これは、

昨年末に雇止めされた元派遣社員の男性

による「同社は派遣社員の短期雇用と再

派遣を行っていた」との申告を受けたも

のです。 

さらに、兵庫労働局は、三菱電機の子

会社である三菱電機エンジニアリング姫

路事業所（兵庫県）と同県の派遣会社に

対し、実態は「派遣」であるにもかかわ

らず「出向」と装って派遣労働者を働か

せていたとして、職業安定法に基づく是

正指導を行いました。 

 

◆増加する派遣労働者の労災事故 

厚生労働省の調査によれば、2008 年に

労災事故で死傷した派遣労働者は 5,631

人だったそうです。２年連続で 5,000 人

を超え、製造業への派遣が解禁された

2004 年と比較すると 8.4 倍になっていま

す。しかも、労災事故を報告しない「労

災隠し」が横行しているとの疑いもあり、

上記の数は「氷山の一角ではないか」と

の声もあがっています。 

このような状況を受け、厚生労働省で

は、派遣先事業場で発生した労災事故に

ついて、派遣先への求償権の行使を徹底

することを目的として、過失割合の判断

基準を作成する方針を明らかにしました。

過去の損害賠償請求に関する裁判例など

を参考にして、今年の 10 月頃までにガイ

ドラインをまとめる意向のようです。 

 

◆企業に求められるコンプライアンス 

派遣労働者をめぐっては、偽装請負、

偽装派遣、偽装出向などが一時期話題と

なり、新聞等でも大きく報道され、多く

の企業が派遣労働者の雇用改善に取り組

みました。 

現在は「100 年に一度の大不況」と言

われる状況で、多くの企業が経営に行き

詰まっています。しかし、そのような状

況下であっても、「コンプライアンス遵

守」の精神を忘れてはいけません。法律

に則った派遣労働者の雇用、労災事故へ

の対応等が企業には求められます。 

 

適年廃止まであと数年…各企業

の動きは？ 

 
◆廃止まで残り約２年８カ月 

ご承知の通り、税制適格年金（適年）

は 2012 年３月末で廃止される（税制上の
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優遇が受けられなくなる）ことが決まっ

ています。 

先日発表された厚生労働省によるアン

ケート調査結果によれば、適年を導入し

ている企業のうち、約 89％の企業が何か

しらの対応を行っているそうですが、約

９％の企業は何らの対策も行っていない

そうです。また、社団法人信託協会に発

表によれば、2009 年３月末時点における

適年の資産残高は、８兆 1,319 億円（対

前年比 30.8％減）となっています。 

適年から他の年金制度への移行作業に

は１～２年ほどかかることなどから、厚

生労働省では、できるだけ早めに手続き

を取るよう求めています。 

 

◆移行先の選択肢 

適年からの移行先の選択肢としては、

一般に、中小企業退職金共済（中退共）、

特定退職金共済（特退共）、確定給付企業

年金、確定拠出年金、厚生年金基金、生

命保険などが挙げられます。また、適年

の廃止を機に、自社における退職金制度

を廃止してしまうことも考えられます。 

これらのうち、多くの中小企業が選択

しているのが中退共ですが、独立行政法

人勤労者退職金共済機構の調べによれば、

2008 年度における適年から中退共への

移行件数は 2,437 件（前年度比 4.5％増）

であり、適年解約企業のうち中退共に移

行した割合は約 33％だったそうです。 

 

◆移行を実施していない企業の考え 

移行を実施していない企業のパターン

としては、主に以下のものが挙げられま

す。 

（１）「まだまだ時間がある」と考えてい

るパターン 

（２）「どこに移行してよいかわからな

い」というパターン 

（３）「他社の動向をうかがっている」と

いうパターン 

（４）「適年廃止・適年移行に関心がな

い」というパターン 

いずれにしても、移行を実施していな

い企業、まだ何も行っていない企業は、

早く何かしらの対策をとらなければなら

ない時期に来ています。 

 

夏本番を前にした熱中症対策  

 
◆意外と多い熱中症による事故 

熱中症は、高温多湿な環境下で、体内

の水分・塩分のバランスが崩れたり、体

内の調整機能が破たんしたりするなどし

て発症する障害の総称です。 

熱中症により死亡した労働者の数は、

平成 11 年以降は毎年 20 人前後で推移し

ており、平成 20 年は 17 人でした。業種

別で見ると、平成 18 年～20 年の３年間

（合計は 52 人）で、建設業（33 人）、製

造業（８人）、警備業（２人）の順に死亡

者数が多くなっており、当然のことなが

ら炎天下での業務を強いられる業種が多

くなっています。 

また、熱中症により４日以上休業した

労働者の数は平成 19年には約 300名でし

た。 

 

◆厚労省による「熱中症予防対策マニュ

アル」 

厚生労働省では、熱中症による労災事

故を防止するために、先日、「職場におけ

る 熱 中 症 予 防 対 策 マ ニ ュ ア ル 」

（http://www.mhlw.go.jp/houdou/2009/

06/dl/h0616-1b.pdf）を発表しました。

それによれば、熱中症防止のポイントは

以下の通りです。 

（１）職場の暑熱の状況を把握した作業

環境管理・作業管理・健康管理 

（２）熱への順化期間（熱に慣れ、環境

に適応する期間）の計画的な設定 

（３）自覚症状の有無によらない水分・

塩分の摂取 

（４）熱中症発症に影響を与える疾患（糖

尿病・高血圧症等）を踏まえた健康管理 
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また、他に参考になるものとして、東

京労働局では熱中症への注意喚起を促す

リ ー フ レ ッ ト

（http://www.roudoukyoku.go.jp/roudo

u/eisei/pdf/pamphlet_2009.pdf）を作成

しており、熱中症に関する事例などが掲

載されています。 

 

◆熱中症を予防するには 

まずは、一人ひとりが日頃から健康管

理に留意しておくことが大切です。暴飲

暴食、睡眠不足などには特に注意が必要

です。また、体調の悪そうな労働者には

炎天下での業務を行わせないといった配

慮も必要です。 

また、外での業務の場合、通気性の良

い作業服、着帽などは必須です。そして、

上記のマニュアルでも挙げられています

が、こまめな水分補給が必要です。「のど

が渇いた」と感じたときにはすでに水分

が不足しているケースが多いものです。

ミネラル等が十分に含まれたスポーツド

リンクや塩水などが効果的です。 

 

不景気下における企業の人事面

での対応策  

 
◆企業はどんな対策をとっているか 

労働政策研究・研修機構が昨年 12 月に

行ったアンケート調査（全国 2,734 社が

回答）の結果によれば、各企業が行った

「経済情勢悪化への人事面の対応」とし

て、以下のものが挙げられています。 

（１）残業規制（26.1％） 

（２）中途採用の停止・削減（21.5％） 

（３）配置転換（14.9％） 

（４）賃金制度の見直し（12.7％） 

（５）来年度新規採用の中止（12.6％） 

（６）派遣社員の契約打切り（10.3％） 

（７）期間工などの雇止め（9.8％） 

（８）従業員の賃金カット（8.3％） 

 

◆希望退職・退職勧奨・整理解雇 

また、上記で挙げられている以外にも、

希望退職制度の実施、退職勧奨の実施、

整理解雇の実施などを行わざるを得ない

企業も多くなっています。 

一般的には、整理解雇を実施するにあ

たっては、４つの要素（人員整理の必要

性、解雇回避努力義務、人選の合理性、

手続きの妥当性）が必要とされています。

このうち、「解雇回避努力義務」について

考えた場合、希望退職を募集せずに整理

解雇を行った場合は「解雇回避努力義務」

を十分に果たしたとはいえないと判断す

るのが一般的な裁判例の考えです。です

ので、希望退職を募集した後に解雇整理

を行うのが企業にとっての安全策だとい

えるでしょう。 

 

◆リスク回避を十分に 

希望退職を募集しても、これに労働者

が予定人数ほど応募してこないことがあ

ります。この場合、退職の条件を労働者

に有利に設定し直し、２次募集・３次募

集を行うことも考えられます。また、希

望退職募集と平行して、退職勧奨を実施

する企業もあります。 

その場合、勧奨が民法上の強迫になる

ことなどのないよう、慎重に手続きを進

め、また、法違反と判断されることのな

いよう、専門家等に相談しながら進めて

いくのが企業にとってのリスク回避策と

なります。 

 

 

８月の税務と労務の手続［提出

先・納付先］ 

 

10 日 

○ 源泉徴収税額・住民税特別徴収税額の

納付［郵便局または銀行］ 

○ 雇用保険被保険者資格取得届の提出
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＜前月以降に採用した労働者がいる

場合＞ 

［公共職業安定所］ 

○ 労働保険一括有期事業開始届の提出

＜前月以降に一括有期事業を開始し

ている場合＞ 

［労働基準監督署］ 

31 日 

○ 個人事業税の納付＜第 1 期分＞［郵便

局または銀行］ 

○ 労働保険料の納付＜延納第 2 期分＞

［郵便局または銀行］ 

○ 健保・厚年保険料の納付［郵便局また

は銀行］ 

○ 日雇健保印紙保険料受払報告書の提

出［社会保険事務所］ 

○ 労働保険印紙保険料納付・納付計器使

用状況報告書の提出［公共職業安定

所］ 

 


